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由
緒
書

御
廻
米
御
用
差
配
勤
来
候
之
訳
書

一
私
方
御
廻
米
差
配
御
用
之
儀
者
先
祖
佃
屋
勘
左
衛
門
と
申
者
百
三
拾
弐
年
以
前

承
応
元
辰
年
初
而
御
用
被
仰
付
、
打
続
享
保
拾
四
酉
年
迄
七
拾
八
ヶ
年
之
間
御

廻
米
高
弐
拾
万
石

拾
万
石
内
外
祖
父
金
右
衛
門
迄
数
代
無
闕
年
相
勤
来
候
之

処
、
五
拾
五
ヶ
年
以
前
享
保
十
三
申
年
初
而
苫
屋
久
兵
衛
・
筑
前
屋
作
右
衛

門
・
祖
父
金
右
衛
門
其
外
組
合
之
者
壱
両
人
ニ
而
同
拾
五
戌
年
迄
相
勤
来
候

処
、
同
十
六
亥
年
江
戸
筑
前
屋
作
右
衛
門
・
大
坂
苫
屋
久
兵
衛
両
人
年
季
請
負

奉
願
上
、
不
残
右
両
人
江
被
仰
付
相
勤
候
ニ
付
、
祖
父
金
右
衛
門
出
府
仕
御
請

負
之
儀
奉
願
上
候
得
共
、
右
両
人
年
季
之
内
ニ
而
難
被
仰
付
、
無
拠
御
請
負
闕

年
仕
候
、
筑
前
屋
作
右
衛
門
御
用
被
召
放
候
而
、
大
坂
河
内
屋
太
郎
兵
衛
と
申

者
石
高
三
万
石
引
分
差
配
被

仰
付
、
右
太
郎
兵
衛
御
用
相
退
候
跡
、
右
御
石

高
三
万
石
之
分
享
保

（
延
享
）

三
寅
年

祖
父
金
右
衛
門
再
勤
仕
候
御
事

一
右
三
万
石
少
差
配
切
詰
候
船
賦
り
ニ
而
雇
方
難
渋
仕
候
ニ
付
、
祖
父
金
右
衛
門

〔
史
料
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由
緒
書

御
廻
米
御
用
差
配
勤
方
由
緒
書
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司



奉
願
上
、
出
羽
北
国
弐
万
石
・
中
国
西
国
壱
万
石
差
配
願
之
通
享
保
延

享

三
寅
年
奉

蒙
仰
候
御
事

一
宝
暦
三
酉
年
苫
屋
久
兵
衛
一
旦
御
用
被
召
放
、
御
廻
米
石
高
三
拾
万
石
之
分
一

手
ニ
差
配
可
被
仰
付
之
間
、
御
運
賃
積
り
差
上
候
様
江
戸
大
坂
御
触
流
し
有
之

候
、
其
砌
祖
父
金
右
衛
門
儀
当
時
三
万
石
差
配
相
勤
罷
在
候
内
ニ
御
座
候
得

共
、
出
府
仕
江
戸
入
札
人
一
統
御
勘
定
所
江
入
札
差
上
江
戸
大
坂
同
日
御
札
開

御
座
候
処
、
私
方
落
札
ニ
相
成
弥
右
三
拾
万
石
分
御
用
差
配
被
仰
付
候
ニ
付
、

鋪
金
家
質
迄
大
坂
ニ
而
御
改
奉
請
罷
有
候
内
、
久
兵
衛
方

又
々
元
直
段
を
以

相
勤
可
申
旨
願
上
候
ニ
付
、
祖
父
金
右
衛
門
被
召
出
、
久
兵
衛
元
運
賃
下
直
ニ

付
向
後
下
地
三
万
石
之
分
久
兵
衛
元
直
段
を
以
相
勤
可
申
旨
被
仰
渡
、
御
石
高

三
万
石
御
運
賃
万
事
久
兵
衛
同
様
被
仰
付
候
御
事

一
私
方
延
享
三
寅
年
御
用
再
勤
奉
蒙

仰
候
、
久
兵
衛
方
一
旦
御
用
被
召
放
、
宝

暦
三
酉
年
当
時
御
用
再
勤
仕
候
、
右
之
通
御
用
再
勤
迚
も
私
方
久
兵
衛

八
ヶ

年
以
前

相
勤
来
候
御
事

一
私
方
相
勤
候
三
万
石
御
廻
米
之
儀
苫
屋
久
兵
衛
以
前
申
立
候
者
、
惣
御
廻
米
三

拾
万
石
と
仕
拾
分
一
私
江
為
御
見
合
差
配
被

仰
付
候
由
申
唱
、
久
兵
衛
方
差

配
減
候
節
者
右
之
割
合
を
以
私
方
差
配
相
減
度
旨
先
年
奉
願
上
候
由
粗
奉
承
知

候
、
右
十
分
一
御
見
合
と
申
儀
私
方
江
被
仰
渡
一
切
無
御
座
、
前
段
奉
申
上
候

通
久
兵
衛
方
再
勤
以
前

右
三
万
石
差
配
相
勤
罷
有
候
御
事

一
私
方
延
享
三
寅
年
再
勤
仕
候
砌
、
御
廻
米
壱
万
石
ニ
付
百
両
之
積
を
以
鋪
金
家

質
三
万
石
高
金
三
百
両
之
証
文
大
坂
御
奉
行
所
江
奉
差
上
相
勤
候
処
、
安
永
六

酉
年
家
質
御
免

証
文
御
下
ケ
被
成
下
置
候
御
事

一
久
兵
衛
方
御
廻
米
差
配
鋪
金
家
質
証
文
、
大
坂

御
奉
行
所

宝
暦
十
一
巳
年

御
下
ケ
被
為
成
候
、
右
金
高
承
及
候
処
千
両
之
証
文
ニ
御
座
候
、
左
候
得
者
壱

万
石
百
両
之
積
を
以
拾
万
石
之
御
請
負
と
奉
存
候
御
事

一
久
兵
衛
方
御
請
負
差
配
高
前
段
奉
申
上
候
通
一
体
拾
万
石
と
奉
存
候
、
左
候
得

者
当
時
相
勤
候
処
拾
六
万
石
餘
差
配
有
餘
と
奉
存
候
、
其
上
佐
州
壱
万
四
千
石

別
段
差
配
、
都
合
七
万

（
拾
脱
カ
）

四
千
石
有
餘
有
之
候
、
私
方
ハ
三
万
石

差
配
相
増
候

儀
無
御
座
候
上
、
苫
屋
久
兵
衛

願
上
候
而
私
方
延
享
三
寅
年
奉
蒙

仰
候
出

羽
北
国
弐
万
石
・
中
国
西
国
壱
万
石
御
割
賦
差
配
之
処
、
船
方
不
進
船
雇
難
渋

之
中
国
西
国
弐
万
弐
千
石
ニ
御
割
賦
被
仰
付
、
別
而
安
永
六
酉
年
御
割
替
之
節

被
仰
渡
御
趣
ニ
而
者
此
末
何
程
御
廻
米
御
増
石
有
之
候
而
も
私
方
出
羽
北
国
壱

万
八
百
石

相
増
候
儀
無
之
、
御
割
賦
減
少
之
儀
者
際
限
無
之
段
減
少
仕
、
当

時
出
羽
北
国
八
千
石
ニ
相
減
難
渋
至
極
仕
候
御
事

一
御
廻
籾
先
年
差
配
被

仰
付
候
節
、
先
請
負
人
河
内
屋
太
郎
兵
衛
と
申
者
相
勤

候
節
御
割
合
之
先
例
を
以
御
米
千
石
之
代
籾
御
村
方
御
取
立
之
割
合
を
以
五
合

摺
之
積
り
御
籾
ニ
而
弐
千
石
被

仰
付
、
打
続
宝
暦
十
一
巳
年
迄
御
廻
籾
御
座

候
節
者
右
五
合
摺
之
御
割
合
ニ
被
成
下
候
処
、
同
十
二
午
年

苫
屋
久
兵
衛

願
上
御
籾
割
方
之
儀
御
米
千
石
之
代
籾
私
方
千
弐
百
石
ニ
相
減
し
、
北
国
之
分

者
壱
割
五
分
増
、
積
合
者
弐
割
増
ニ
御
割
賦
被

仰
付
候
様
願
上
候
由
ニ
而
宝

暦
十
二
午
年
御
廻
籾

右
之
御
割
合
ニ
被
仰
付
相
勤
申
候
、
尤
夫

当
時
迄
者

右
之
通
御
籾
取
交
被
下
候
而
も
増
石
無
之
割
合
相
減
申
候
御
事

一
佐
州
御
廻
米
当
時
別
段
ニ
苫
屋
久
兵
衛
差
配
仕
候
、
右
宝
暦
十
二
午
年
佐
州
御

廻
米
為
御
試
初
而
五
百
石
大
坂
廻
り
被
仰
付
候
処
、
同
申
春
廻
り
三
万
三
千
石
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程
御
廻
米
有
之
、
其
後
当
時
壱
万
四
千
石
ニ
御
座
候
、
尤
右
代
り
御
米
出
羽
国

小
廻
シ
ニ
而
佐
州
江
御
廻
シ
有
之
候
旨
、
左
候
得
者
惣
御
廻
米
之
御
高
江
御

結
合
申
年
以
来
御
割
賦
御
願
可
申
上
御
儀
与
船
手
之
者
共
奉
存
、
出
羽
北
国
御

割
賦
相
増
候
様
申
立
罷
有
可
相
成
御
儀
ニ
御
座
候
ハ

御
廻
米
御
一
体
之
御
儀

ニ
御
座
候
得
者
、
惣
御
廻
米
高
江
結
合
出
羽
北
国
御
割
増
石
も
有
之
候
様
手
先

之
船
方
兼
而
相
願
罷
有
候
処
、
佐
州
壱
万
四
千
石
別
段
差
配
ニ
而
惣
御
廻
米
御

割
賦
減
少
仕
候
御
事

一
延
享
三
寅
年

安
永
五
申
年
迄
私
方
御
益
金
六
千
五
拾
両
餘
仕
候
御
事

但
延
享
三
寅
年

安
永
五
申
年
迄
三
拾
ヶ
年
之
間
私
差
配

御
廻
米
凡
九
拾

万
石
、
右
御
益
金
六
千
五
拾
両
相
当
仕
候
得
者
、
壱
万
石
ニ
付
金
六
拾
七

両
永
弐
百
弐
拾
弐
文
御
益
ニ
相
当
り
申
候

一
安
永
六
酉
年

寅
年
迄
六
ヶ
年
、
凡
金
百
両
餘
私
差
配
料
相
減
御
冥
加
仕
候
、

猶
永
々
右
ニ
准
シ
御
冥
加
仕
候
御
事

一
安
永
元
辰
年
御
冥
加
銀
三
百
三
拾
三
匁
宛
去
寅
年
迄
三
貫
六
百
三
拾
三
匁
上
納

仕
候
、
猶
右
ニ
准
シ
永
久
御
冥
加
仕
候
御
事

一
私
方
惣
御
運
賃
延
享
三
年

安
永
九
子
年
迄
年
々
金
高
御
尋
ニ
付
、
安
永
九
子

年
書
付
を
以
奉
申
上
候
、
酉
年
御
割
替
以
前
迄
四
千
四
五
百
両

三
千
八
九
両

（
百
脱
カ
）

有
之
候
処
、
近
年
難
船
破
船
無
之
候
得
共
、
御
割
替
後
三
千
百
両
餘
相
減
候
御

事
一
久
兵
衛
方
明
和
元
申
年
弐
万
五
千
両
御
拝
借
金
被

仰
付
、
廻
船
取
立
罷
有
候

ニ
付
、
不
進
之
場
所
江
も
無
遅
滞
往
返
仕
候
御
事

一
右
金
弐
万
五
千
両
御
拝
借
上
納
承
及
候
処
、
壱
ヶ
年
壱
朱
之
御
冥
加
ニ
而
拾
ヶ

年
賦
上
納
仕
候
由
、
明
和
六
丑
年

当
卯
年
迄
拾
五
ヶ
年
御
上
納
御
年
延
奉
願

上
、
尓
今
御
猶
予
被
成
下
船
方
手
当
仕
候
御
事

一
久
兵
衛
方
御
定
式
御
前
貸
六
千
両
八
月
十
二
月
両
度
ニ
被

仰
付
候
、
久
兵
衛

私
差
配
高
ニ
相
当
仕
候
得
者
、
久
兵
衛
方
毎
年
弐
千
八
百
両
餘
御
前
貸
有
餘
有

之
候
御
事

但
私
方
差
配
三
万
石
御
前
貸
六
百
両
、
壱
万
石
ニ
付
弐
百
両
、
当
久
兵
衛
方

差
配
凡
拾
六
万
石
、
壱
万
石
ニ
付
弐
百
両
当
ニ
仕
候
得
者
三
千
弐
百
両
、

差
引
弐
千
八
百
両
久
兵
衛
方
過
当
有
餘
有
之
候
御
事

一
久
兵
衛
方
延
享
三
寅
年

安
永
五
申
年
迄
私
方
御
益
を
以
相
当
仕
候
得
者
、
凡

積
り
金
三
万
四
千
弐
百
八
拾
三
両
餘
久
兵
衛
有
餘
仕
候
御
事

但
延
享
三
寅
年

安
永
申
年
迄
三
拾
ヶ
年
之
内
久
兵
衛
差
配
凡
積
り
五
百
拾

五
（
マ
マ
）

万
石
、
尤
壱
ヶ
年
平
均
拾
七
万
石
と
仕
候
、
右
五
百
拾
万
石
江
私
方

御
益
金
壱
万
石
ニ
付
六
拾
七
両
永
弐
百
弐
拾
弐
文
相
当
仕
候
、
金
高
三
万

四
千
弐
百
八
拾
三
両
餘
久
兵
衛
有
餘
有
之
候

一
久
兵
衛
方
御
拝
借
金
弐
万
五
千
両
之
御
冥
加
壱
朱
毎
年
御
前
貸
六
千
両
之
御
冥

加
金
弐
拾
両
上
納
仕
候
様
伝
承
仕
候
、
私
方
御
前
貸
両
度
分
四
千
二
百
両
、
此

御
冥
加
金
百
四
両
宛
毎
年
上
納
仕
候
、
久
兵
衛
御
冥
加
ニ
相
当
仕
候
得
者
、
私

方
過
当
之
御
冥
加
年
々
無
滞
上
納
仕
候
御
事

一
差
配
料
金
之
儀
御
石
高
ニ
准
シ
候
御
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
久
兵
衛
方
年
々
平
均

五
百
両
餘
頂
戴
仕
候
、
私
方
百
両
餘
頂
戴
仕
候
、
久
兵
衛
ニ
相
当
仕
候
得
ハ
四

百
両
餘
少
ク
御
座
候
御
事

一
久
兵
衛
方
御
廻
米
之
外
塩
材
木
御
運
送
御
用
被
仰
付
候
得
共
、
私
方
一
切
無
御



座
候
御
事

一
去
寅
年
久
兵
衛
方
出
羽
北
国
佐
州
共
御
廻
米
八
万
石
餘
中
国
西
国
七
万
石
餘
既

ニ
等
分
餘
之
御
割
賦
相
当
仕
候
故
、
船
賦
自
由
宜
船
方
一
入
相
励
申
候
得
共
、

私
方
出
羽
北
国
八
千
石
中
国
西
国
弐
万
弐
千
石
ニ
而
船
方
不
進
之
中
国
西
国
壱

増
倍
餘
之
過
石
ニ
而
船
方
励
合
ニ
も
無
之
船
賦
難
渋
仕
候
御
事

一
御
用
取
扱
方
久
兵
衛
方
数
拾
艘
差
向
候
積
湊
江
も
下
代
壱
人
、
私
方
壱
両
艘
差

向
候
積
湊
江
も
下
代
壱
人
差
遣
、
少
差
配
之
私
諸
雑
用
久
兵
衛
同
様
相
懸
り
諸

失
墜
多
難
渋
仕
候
御
事

一
酉
年
久
兵
衛
奉
願
上
御
割
増
後
惣
御
石
高
ニ
応
し
出
羽
北
国
御
割
賦
被

仰
渡

候
ニ
付
、
年
ニ
寄
御
割
賦
正
月
末
頃
ニ
相
究
候
儀
有
之
、
猶
追
御
割
賦
等
有
之

候
節
者
、
追
々
御
割
替
ニ
も
相
成
、
自
ラ
船
賦
り
遅
成
難
渋
仕
候
御
事

一
私
方
切
詰
候
少
差
配
之
上
船
方
不
進
之
中
国
西
国
御
石
高
以
前
与
違
相
増
候
ニ

付
船
手
思
込
薄
く
船
雇
差
支
多
難
渋
仕
候
ニ
付
、
船
方
帰

（
気
）

伏
仕
御
用
御
差
支
無

之
出
情
仕
候
様
為
励
一
入
手
当
仕
候
御
事

一
去
寅
年
御
廻
米
出
羽
北
国
弐
万
石
餘
御
増
石
有
之
候
得
共
久
兵
衛
差
配
仕
、
私

方
者
出
羽
北
国
八
千
石

増
石
も
無
之
、
船
方
相
励
も
無
之
難
渋
仕
候
御
事

一
同
年
御
廻
米
中
国
西
国
六
千
石
餘
御
減
石
有
之
候
得
共
、
私
方
中
国
西
国
弐
万

弐
千
石

減
石
無
之
雇
方
難
渋
仕
候
御
事

一
久
兵
衛
方
当
年
御
運
賃
高
去
年

者
三
千
両
餘
相
増
候
得
共
、
私
方
乍
聊
去
年

相
減
申
候
御
事

一
宝
暦
三
酉
年
久
兵
衛
再
勤
之
砌
御
用
取
扱
久
兵
衛
同
様
奉
蒙

仰
候
ニ
付
江
戸

表
出
張
所
も
同
様
相
構
罷
有
候
、
猶
又
先
年
親
金
右
衛
門
御
目
見
願
之
通
奉
蒙

仰
候
節
久
兵
衛
同
様

御
礼
席
相
勤

献
上
物
同
格
ニ
被

仰
付
引
続
私
父
同
様
御
目
見
献
上
物
奉
蒙

仰
候
御
事

一
承
応
年
中
御
廻
米
御
用
差
配
始
而
蒙

仰
候
砌
摂
州
住
吉
宮
御
普
請
御
造
営
有

之
候
ニ
付
、
先
祖
勘
左
衛
門
奉
願
上

御
城
米
廻
船
海
上
無
難
為
祈
誓
船
玉
明

神
御
宮
内
陣
荘
厳
一
式
奉
寄
附
、
外
扉
御
廻
船
之
図
を
画
、
私
方
紋
所
相
印
永

久
御
用
相
続
奉
祷
誓
候
、
猶
又
宝
永
五
戊
子
年
御
造
営
有
之
、
五
畿
内
御
代
官

石
原
新
左
衛
門
様
・
久
下
作
左
衛
門
様
御
普
請
御
懸
り
ニ
付
往
古

之
由
緒
を

以
曽
祖
勘
左
衛
門
奉
願
上
内
陣
荘
厳
一
式
外
扉
共
如
以
前
奉
寄
附
候
、
其
後
宝

暦
五
乙
亥
年
御
造
営
有
之
祖
父
金
右
衛
門
如
以
前
奉
寄
附
候
、
右
之
通
差
配
御

用
濫
觴

相
勤
、
当
時
私
迄
六
代
之
間
御
用
代
々
無
闕
代
相
続
仕
候
御
事

右
三
拾
ヶ
条
ニ
奉
申
上
候
通
之
御
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
近
年
払
底
之
廻
船
雇
方
差

支
多
少
差
配
之
私
船
賦
り
難
渋
相
重
り
手
先
之
船
方
励
合
も
無
之
、
自
然
と
離
散

ニ
も
及
困
窮
之
私
手
段
ニ
及
兼
歎
敷
奉
存
候
ニ
付
、
無
拠
安
永
子
年
御
前
貸
金
五

千
両
奉
願
上
候
処
、
御
吟
味
御
糺
之
上
御
時
節
柄
之
御
儀
金
高
相
減
奉
願
上
候
様

精
々
被

仰
渡
候
ニ
付
相
減
三
千
両
奉
願
上
候
処
、
御
憐
愍
を
以
御
前
貸
被

仰

付
御
用
相
続
無
滞
相
勤
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
去
寅
年
前
代
未
聞
之
時
化
年

ニ
而
春
以
来
度
々
之
難
船
破
船
諸
国
一
統
数
千
艘
有
之
、
私
手
当
之
廻
船
も
難
船

破
船
痛
船
も
夥
敷
有
之
、
近
来
困
窮
之
船
手
ニ
御
座
候
得
者
船
造
立
も
難
相
成
、

所
持
之
廻
船
等
も
質
物
差
入
繋
船
ニ
相
成
候
も
不
少
、
払
底
之
廻
船
弥
増
払
底
仕

候
、
依
之
船
賦
雇
方
色
々
仕
候
得
共
、
前
段
奉
申
上
候
通
困
窮
之
私
船
手
不
時
之
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難
失
多
候
ニ
付
手
賦
甚
差
支
難
渋
至
極
仕
候
、
乍
併
御
前
貸
御
返
納
之
儀
者
無
滞

奉
上
納
候
、
右
三
拾
ヶ
条
ニ
荒
増
奉
申
上
候
通
勤
方
難
渋
多
、
右
答
合
ニ
而
書
面

ニ
難
尽
差
支
も
有
之
、
手
先
之
船
方
離
散
ニ
も
及
、
御
前
貸
取
引
等
も
滞
り
ニ
相

成
、
万
一
御
返
納
等
も
御
年
延
ニ
而
も
奉
願
上
候
様
相
成
申
候
而
者
御
用
御
差
支

ニ
も
相
成
候
而
者
困
窮
之
私
困
窮
相
重
り
奉
恐
入
候
、
百
三
拾
年
来
相
続
仕
候
御

用
家
名
潰
ニ
も
及
可
申
と
歎
敷
仕
合
ニ
奉
存
候
、
依
之
此
度
存
寄
奉
願
上
候
御
請

負
積
之
儀
御
許
容
被
成
下
置
可
相
成
御
儀
ニ
御
座
候
ハ

願
之
趣
御
憐
愍
を
以
被

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
左
候
得
者
私
義
者
奉
申
上
ニ
不
及
百
三
拾
年
来
随

身
仕
候
手
先
之
者
共
迄
一
統
御
用
相
続
仕
廣
太
之
御
慈
悲
と
難
有
仕
合
奉
存
候
、

依
之
乍
恐
書
付
を
以
御
歎
奉
申
上
候
、
幾
重
ニ
も
御
慈
悲
之
程
奉
願
上
候
、
以
上

【
解
説
】

一
、
史
料
の
成
立
年
代
と
筆
者

こ
の
文
書
は
、
本
学
商
業
史
博
物
館
の
所
蔵
史
料
で
、
目
録
（

）
上
で
は

由
緒
書

〔
御
廻
米
御
用
差
配
勤
方
由
緒
書
〕

と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
、
幕
府
御
用
の
年
貢
米
輸
送
に
携
わ
っ
て
い
た
廻
船
差
配
役
の
一
人
、
大
坂
助

右
衛
門
町
の
佃
屋
の
由
緒
を
記
録
し
た
三
十
ヶ
条
か
ら
な
る
史
料
で
あ
る
。
同
史

料
に
は
署
名
は
な
い
が
、
内
容
か
ら
同
家
六
代
目
に
あ
た
る
佃
屋
金
右
衛
門
の
筆

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
本
文
三
十
ヶ
条
の
三
十
条
目
末
尾
に

右
之
通
差
配
御
用
濫
觴

相
勤

当
時
私
迄
六
代
之
間
御
用
代
々
無
闕
代
相
続
仕
候
御
事

と
あ
り
、
筆
者
が
六
代

目
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
本
文
十
六
ヶ
条
目
に

明
和
六
丑
年

当
卯
年
迄
拾
五
ヶ
年
御
上
納

御
年
延
奉
願
上

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
史
料
の
成
立
年
代
は
、
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
本
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
の

大
坂
武
鑑
（

）

及
び

大
坂
袖
鑑
（

）

よ

り
、
廻
米
の
廻
船
御
用
達
に
関
す
る
項
目
を
抜
き
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
、
表

で
あ
る
。



表 大坂武鑑・大坂袖鑑に掲載された廻船御用達

資料名 年代 職名 町名 名前

大坂武鑑 明和 御廻米御用支配
戎シマ 笘屋久兵衛

介右衛門丁 佃屋金右衛門

安永 年
戎嶋 笘や久兵衛

介右衛門丁 佃や金右衛門

大坂武鑑全 安永 年
戎嶋 笘や久兵衛

介右衛門丁 佃や金右衛門

大坂武鑑 寛政 年
戎嶋 笘や久兵衛

介右衛門丁 佃や金右衛門

大坂袖鑑全 享和 年

戎じま 笘屋久兵へ

同 筑前新五兵へ

介右衛門丁 佃屋金右衛門

文化元年

戎じま 笘屋久兵へ

同 筑前新五兵へ

介右衛門丁 佃屋金右衛門

文化 年

戎じま 笘屋久兵へ

同 筑前新五兵へ

介右衛門丁 佃屋金右衛門

文化 年

戎じま 笘屋久兵へ

同 筑前新五兵へ

介右衛門丁 佃屋金右衛門

天保 年 御廻米支配

戎しま 笘や久兵へ

同 廣嶋や平八郎

助右衛門丁 佃田や勘右衛門

天保 年

戎しま 笘や久兵衛

同 廣嶋や平八郎

助右衛門丁 佃田や勘右衛門

天保 年

戎しま 笘や久兵へ

同 廣嶋や平八郎

助右衛門丁 佃田や勘右衛門

天保 年 御廻船御用達

戎しま 笘や久兵へ

江の子しま 廣嶌や平四郎

助右衛門丁 佃や勘左衛門

天保 年

戎しま 笘や久兵へ

江の子しま 廣嶌や平四郎

助右衛門丁 佃や勘左衛門

資料名 年代 職名 町名 名前
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こ
の
表
か
ら
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
八
年
前
に
あ
た
る
安
永
四
年
（
一

七
七
五
）
と
十
五
年
後
に
あ
た
る
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
史
料
に
御
廻
米
御

用
支
配
と
し
て

佃
や
金
右
衛
門

の
名
前
が
あ
り
、
こ
の
史
料
の
成
立
年
で
あ

る
天
明
三
年
の
筆
者
も
佃
屋
金
右
衛
門
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
江
戸
廻
米
を
中
心
と
す
る
徳
川
幕
府
の
廻
米
体
制
は
、
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
八
月
に
触
れ
出
さ
れ
た

御
城
米
廻
船
舟
足
并
船
頭
水
主
人
数
等

改
方
之
儀
ニ
付
御
書
付

（

）

に
よ
っ
て
、
廻
船
請
負
の
入
札
制
に
よ
る
一
手
請
負
か

ら
、
請
負
人
を
固
定
し
て
廻
米
を
取
り
仕
切
る
御
用
達
制
へ
と
大
き
な
変
更
が
加

え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
菱
垣
廻
船
問
屋
が
入
札
制
に
よ
っ
て
御
用
を
請
け
負

い
、
こ
れ
を
受
け
て
廻
船
差
配
役
が
船
・
船
頭
・
水
主
を
手
配
す
る
形
で
廻
米
を

行
っ
て
い
た

（

）
。
こ
の
前
提
の
も
と
で
、
ま
ず
史
料
の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
い
き

た
い
。

二
、
由
緒
書

の
内
容

こ
こ
で
は
、
こ
の
史
料
の
意
味
に
つ
い
て
、
条
目
を
追
っ
て
要
約
し
て
い
く
。

《
一
条
目
》

・
先
祖
佃
屋
勘
左
衛
門
が
一
三
二
年
前
の
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
初
め
て
御

廻
米
差
配
御
用
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

・
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
ま
で
七
八
年
間
、
廻
米
高

万
石
内
外
を
祖

父
金
右
衛
門
ま
で
数
代
、
御
用
を
欠
年
な
く
勤
め
て
き
た
。

・
五
五
年
以
前
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
、
初
め
て
苫
屋
久
兵
衛
・
筑
前
屋

作
右
衛
門
・
祖
父
金
右
衛
門
そ
の
他
組
合
の
者
一
両
人
に
て
、
同
十
五
年
（
一

七
三

）
ま
で
勤
め
て
き
た
。

・
同
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
江
戸
筑
前
屋
作
右
衛
門
・
大
坂
苫
屋
久
兵
衛
両
人

が
年
季
請
負
を
願
い
出
て
、
全
て
の
御
用
を
両
人
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。

・
祖
父
金
右
衛
門
が
出
府
し
て
請
け
負
い
を
歎
願
し
て
も
、
年
季
中
に
よ
り
請
負

い
を
認
め
ら
れ
ず
、
御
用
が
欠
年
と
な
っ
た
。

・
そ
の
後
、
筑
前
屋
作
右
衛
門
は
御
用
放
ち
と
な
り
、
そ
の
後
継
に
大
坂
河
内
屋

太
郎
兵
衛
が
高
三
万
石
の
引
分
差
配
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

・
こ
の
太
郎
兵
衛
が
御
用
を
退
い
た
後
、
そ
の
高
三
万
石
の
御
用
は
、
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）
よ
り
祖
父
金
右
衛
門
が
再
び
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

《
二
条
目
》

・
こ
の
三
万
石
は
少
な
い
差
配
幅
か
ら
切
り
詰
め
て
船
を
手
配
す
る
の
で
、
船
雇

い
に
苦
労
し
、
祖
父
金
右
衛
門
が
願
い
上
げ
て
、
出
羽
北
国
二
万
石
、
中
国
西

国
一
万
石
の
差
配
を
希
望
通
り
命
ぜ
ら
れ
た
。

《
三
条
目
》

・
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
苫
屋
は
一
旦
御
用
放
ち
に
な
り
、
御
廻
米
三

万

石
の
差
配
請
負
い
に
つ
い
て
運
賃
の
見
積
り
を
命
ず
る
江
戸
、
大
坂
へ
の
触
れ

出
し
が
あ
り
、
そ
の
際
に
祖
父
金
右
衛
門
は
三
万
石
差
配
を
勤
め
て
い
た
が
、

出
府
の
上
御
勘
定
所
に
て
入
札
に
参
加
し
、
開
札
の
結
果
、
佃
屋
が
落
札
し

た
。

・
佃
屋
に
そ
の
三

万
石
御
用
差
配
が
命
ぜ
ら
れ
、
敷
金
家
質
ま
で
改
め
を
受
け

た
が
、
苫
屋
か
ら
再
度
元
値
段
で
御
用
を
勤
め
る
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。

・
祖
父
金
右
衛
門
が
召
し
出
さ
れ
て
、
苫
屋
の
元
値
段
の
方
が
が
下
値
の
た
め
、



今
後
従
来
か
ら
の
三
万
石
の
分
も
万
事
苫
屋
の
元
値
段
を
も
っ
て
勤
め
る
よ
う

に
命
ぜ
ら
れ
た
。

《
四
条
目
》

・
佃
屋
は
延
享
三
年
に
御
用
再
勤
を
命
ぜ
ら
れ
、
苫
屋
は
一
旦
御
用
放
ち
と
な

り
、
宝
暦
三
年
当
時
御
用
再
勤
と
な
っ
た
が
、
佃
屋
の
方
が
苫
屋
よ
り
八
ヶ
年

も
前
か
ら
勤
め
て
い
た
。

《
五
条
目
》

・
佃
屋
が
勤
め
て
い
た
三
万
石
の
御
廻
米
は
、
苫
屋
が
以
前
申
し
立
て
た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
総
廻
米
高
三

万
石
と
し
て
、
そ
の
十
分
の
一
を
佃
屋
へ
見
合
せ

て
差
配
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
主
張
し
、
苫
屋
の
差
配
が
減
っ
た
時
に
は
、
そ
の
割

合
で
佃
屋
の
差
配
も
減
じ
た
い
旨
、
先
年
願
い
出
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い

る
。

・
こ
の
十
分
の
一
の
見
合
せ
と
い
う
の
は
、
佃
屋
へ
仰
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
一
切

な
く
、
前
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
苫
屋
再
勤
以
前
か
ら
三
万
石
の
差
配
を

勤
め
て
来
た
。

《
六
条
目
》

・
佃
屋
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
再
勤
と
な
っ
た
際
に
、
御
廻
米
一
万
石
に

つ
き
百
両
の
敷
金
家
質
を
見
積
り
、
三
万
石
で
金
三
百
両
の
証
文
を
大
坂
奉
行

所
へ
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
安
永
六
年
に
家
質
御
免
証
文
を
下
さ
れ
た
。

《
七
条
目
》

・
苫
屋
方
の
御
廻
米
差
配
敷
金
家
質
証
文
は
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
奉

行
所
よ
り
下
げ
渡
さ
れ
、
そ
の
金
額
を
承
る
と
こ
ろ
で
は
、
千
両
の
証
文
で
あ

る
。
一
万
石
あ
た
り
百
両
の
敷
金
家
質
と
す
れ
ば
、
十
万
石
の
請
負
高
と
考
え

ら
れ
る
。

《
八
条
目
》

・
苫
屋
方
の
請
負
高
は
前
段
の
通
り
全
体
で
十
万
石
と
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、

実
際
に
当
時
勤
め
て
い
た
差
配
高
は
十
六
万
石
余
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら

に
佐
州
一
万
四
千
石
の
御
用
を
別
に
差
配
し
て
お
り
、
都
合
十
七
万
四
千
石
の

差
配
が
あ
っ
た
。

・
一
方
、
佃
屋
の
方
は
三
万
石
以
上
に
差
配
が
増
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
上
、
苫

屋
よ
り
願
い
出
て
佃
屋
が
延
享
三
年
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
出
羽
北
国
二
万
石
、
中

国
西
国
一
万
石
の
差
配
に
つ
い
て
、
船
雇
い
が
困
難
な
中
国
西
国
筋
二
万
二
千

石
の
御
用
を
割
り
当
て
ら
れ
た
。

・
別
け
て
も
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
割
り
当
て
替
え
の
際
の
仰
渡
し
に
よ
っ

て
、
そ
の
後
ど
れ
だ
け
廻
米
高
の
増
石
が
あ
っ
て
も
、
佃
屋
に
は
出
羽
北
國
一

万
八
千
石
以
上
の
増
石
は
な
く
、
逆
に
割
り
当
て
減
少
は
際
限
な
く
、
当
時
出

羽
北
国
八
千
石
に
減
少
し
て
非
常
に
苦
労
し
て
い
た
。

《
九
条
目
》

・
先
年
御
廻
籾
を
命
ぜ
ら
れ
た
際
に
、
先
請
負
人
の
河
内
屋
太
郎
兵
衛
が
勤
め
て

い
た
時
の
割
合
で
、
米
千
石
の
代
籾
を
村
方
取
立
て
の
割
合
を
も
っ
て
五
合
摺

り
の
見
積
り
で
、
二
千
石
の
御
廻
籾
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
続
い
て
宝
暦
十
一
年

（
一
七
六
一
）
ま
で
御
廻
籾
が
あ
る
時
に
は
、
こ
の
五
合
摺
り
の
割
合
に
あ
る

と
こ
ろ
、
同
十
二
年
（
一
七
六
二
）
よ
り
苫
屋
か
ら
御
籾
割
方
を
米
千
石
の
佃

屋
の
代
籾
を
千
二
百
石
に
減
じ
て
、
北
国
の
分
は
一
割
五
分
増
し
、
積
合
せ
は



〔史料紹介〕 由緒書

二
割
増
し
に
割
り
当
て
を
命
ぜ
ら
れ
る
様
願
い
上
げ
た
。

・
宝
暦
十
二
年
の
御
廻
籾
よ
り
、
こ
の
割
合
に
仰
付
け
ら
れ
て
御
用
を
勤
め
て
き

た
。

・
も
っ
と
も
そ
れ
か
ら
現
在
ま
で
は
、
こ
の
通
り
籾
を
取
り
混
ぜ
て
も
増
石
は
な

く
、
割
合
は
減
っ
て
い
る
。

《
十
条
目
》

・
佐
州
の
御
廻
米
は
、
現
在
別
段
に
苫
屋
が
差
配
を
し
て
い
る
。

・
宝
暦
十
二
年
に
初
め
て
佐
州
の
御
廻
米
を
試
し
に
五
百
石
大
坂
廻
り
を
命
ぜ
ら

れ
、
同
じ
く
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
の
春
廻
り
は
三
万
三
千
石
程
の
御
廻

米
が
あ
り
、
そ
の
後
、
現
在
一
万
四
千
石
に
な
っ
て
い
る
。

・
た
だ
こ
の
御
米
は
出
羽
国
か
ら
小
廻
し
に
て
佐
州
へ
廻
送
し
た
も
の
で
、
そ
れ

な
ら
ば
合
計
廻
米
高
に
含
め
て
宝
暦
十
四
年
か
ら
割
り
当
て
を
願
い
た
い
と
船

手
の
者
は
考
え
て
い
た
。

・
そ
う
す
る
と
出
羽
北
国
の
割
り
当
て
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
廻
米
は
一
体

の
も
の
で
あ
り
、
総
廻
米
高
に
含
め
た
ら
出
羽
北
国
廻
米
の
割
り
増
し
に
も
な

る
と
手
先
の
船
方
は
か
ね
て
か
ら
願
っ
て
い
た
が
、
佐
州
一
万
四
千
石
は
別
段

差
配
と
な
り
、
総
廻
米
割
賦
高
は
減
少
し
て
い
る
。

《
十
一
条
目
》

・
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
ま
で
、
佃
屋
の
利
益

金
は
六
千
五
十
両
余
あ
っ
た
。

・
延
享
三
年
か
ら
安
永
五
年
ま
で
の
三
十
年
間
、
佃
屋
差
配
の
廻
米
は
九
十
万
石

で
、
こ
の
利
益
金
が
六
千
五
十
両
相
当
と
な
り
、
一
万
石
に
つ
き
金
六
十
七
両

永
二
百
二
十
二
文
の
利
益
に
相
当
す
る
。

《
十
二
条
目
》

・
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
か
ら
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
ま
で
の
六
ヶ
年
で
、

お
よ
そ
金
百
両
余
差
配
料
は
減
っ
た
が
、
冥
加
銀
は
納
め
て
き
た
。

・
同
様
に
永
続
し
て
冥
加
銀
を
上
納
す
る
。

《
十
三
条
目
》

・
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
よ
り
冥
加
銀
は
三
百
三
十
三
匁
宛
、
天
明
二
年
（
一

七
八
二
）
ま
で
で
三
貫
六
百
三
十
三
匁
上
納
し
た
。

・
同
様
に
永
続
し
て
冥
加
銀
を
上
納
す
る
。

《
十
四
条
目
》

・
佃
屋
の
総
運
賃
に
つ
い
て
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
安
永
九
年
（
一
七

八

）
ま
で
の
金
額
の
照
会
が
あ
り
、
安
永
九
年
に
書
面
で
回
答
を
し
た
。

・
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
の
割
当
て
替
え
以
前
ま
で
四
千
四
五
百
両
か
ら
三
千

八
九
百
両
程
度
の
運
賃
高
で
あ
っ
た
。

・
近
年
難
破
船
は
な
か
っ
た
が
、
割
当
て
替
え
以
降
三
千
百
両
余
に
減
っ
て
い

る
。

《
十
五
条
目
》

・
苫
屋
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
二
万
五
千
両
の
拝
借
金
を
仰
せ
付
け
ら

れ
、
廻
船
を
取
り
立
て
た
の
で
、
廻
船
手
配
が
困
難
な
場
所
へ
も
遅
滞
な
く
往

復
し
て
い
る
。

《
十
六
条
目
》

・
こ
の
拝
借
金
二
万
五
千
両
に
つ
い
て
毎
年
一
朱
の
冥
加
金
を
加
え
て
十
年
賦
で



返
済
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
か
ら
当
年
（
一
七

八
三
）
ま
で
十
五
ヶ
年
に
延
期
を
お
願
い
し
、
猶
予
を
い
た
だ
い
て
船
方
手
当

を
し
て
き
た
。

《
十
七
条
目
》

・
苫
屋
は
、
定
式
の
前
貸
を
八
月
・
十
二
月
の
両
度
に
わ
た
っ
て
六
千
両
仰
せ
付

け
ら
れ
た
。

・
こ
の
金
額
は
佃
屋
の
差
配
高
と
比
較
す
る
と
、
苫
屋
の
方
が
毎
年
二
千
八
百
両

余
よ
け
い
に
前
貸
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

・
佃
屋
差
配
三
万
石
に
対
し
、
前
貸
は
六
百
両
で
、
一
万
石
に
つ
き
二
百
両
と
な

る
。

・
苫
屋
は
差
配
高
十
六
万
石
で
、
一
万
石
に
つ
き
二
百
両
宛
と
す
る
と
、
三
千
三

百
両
と
な
り
、（
六
千
両
と
の
）
差
引
二
千
八
百
両
を
苫
屋
は
過
分
に
も
ら
っ

て
い
る
。

《
十
八
条
目
》

・
苫
屋
は
延
享
三
年
よ
り
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
ま
で
、
佃
屋
の
利
益
を
も
っ

て
見
積
る
と
、
お
よ
そ
金
三
万
四
千
二
百
八
十
三
両
余
の
利
益
と
な
る
。

・
延
享
三
年
か
ら
安
永
五
年
ま
で
三
十
年
の
う
ち
苫
屋
の
差
配
は
お
よ
そ
五
百
十

万
石
と
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
、
一
カ
年
平
均
十
七
万
石
と
な
る
。

・
こ
の
五
百
十
万
石
に
佃
屋
の
利
益
一
万
石
に
つ
き
六
十
七
両
永
二
百
二
十
二
文

相
当
で
計
算
し
て
、
金
高
は
三
万
四
千
二
百
八
十
三
両
余
が
苫
屋
の
利
益
と
な

る
。

《
十
九
条
目
》

・
苫
屋
は
拝
借
金
二
万
五
千
両
の
冥
加
金
毎
年
一
朱
と
前
貸
金
六
千
両
の
冥
加
金

を
毎
年
二
十
両
上
納
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

・
佃
屋
の
前
貸
は
両
度
分
で
四
千
二
百
両
。
こ
の
冥
加
金
を
毎
年
百
四
両
宛
上
納

し
て
き
た
。

・
こ
の
金
額
は
苫
屋
の
冥
加
金
と
比
べ
る
と
、
佃
屋
の
方
が
過
分
の
冥
加
金
を
毎

年
滞
り
な
く
上
納
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

《
二

条
目
》

・
差
配
料
金
は
石
高
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
苫
屋
は
毎
年
平
均

五
百
両
余
を
も
ら
っ
て
お
り
、
佃
屋
は
百
両
余
も
ら
っ
て
い
る
。

・
佃
屋
は
苫
屋
に
比
べ
て
四
百
両
少
な
い
額
で
あ
る
。

《
二
一
条
目
》

・
苫
屋
は
御
廻
米
の
他
に
塩
や
材
木
の
運
送
御
用
も
請
け
負
っ
て
い
る
が
、
佃
屋

は
廻
米
以
外
は
一
切
な
い
。

《
二
二
条
目
》

・
去
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
苫
屋
は
出
羽
北
国
佐
州
あ
わ
せ
て
米
八
万
石

余
、
中
国
西
国
七
万
石
余
を
既
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
が
故
に
、
船
配
り
は

自
由
が
利
き
励
み
に
も
な
る
。

・
佃
屋
は
出
羽
北
国
八
千
石
、
中
国
西
国
二
万
二
千
石
の
割
り
当
て
で
、
船
配
り

に
不
便
な
中
国
西
国
筋
が
倍
以
上
に
も
多
い
高
割
で
、
船
方
の
励
み
甲
斐
も
な

く
苦
労
し
て
い
る
。
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《
二
三
条
目
》

・
御
用
取
扱
方
の
代
官
所
役
人
は
、
苫
屋
が
数
十
艘
の
船
を
差
し
向
け
る
湊
で

も
、
佃
屋
が
一
両
艘
し
か
差
し
向
け
な
い
湊
で
も
、
同
じ
く
下
代
が
一
人
遣
わ

さ
れ
諸
雑
用
は
同
等
に
か
か
る
の
で
、
差
配
高
の
少
な
い
佃
屋
は
損
失
が
多

く
、
苦
労
し
て
い
る
。

《
二
四
条
目
》

・
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
苫
屋
が
割
増
し
を
願
い
出
て
後
、
総
石
高
に
応
じ

て
出
羽
北
国
の
割
当
て
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
毎
年
正
月
末
頃
に
そ
の
割
当
て
が

決
め
ら
れ
る
。

・
追
割
賦
が
あ
る
時
は
、
割
り
替
え
も
あ
り
、
自
然
と
船
の
調
達
が
遅
れ
苦
労
し

て
い
る
。

《
二
五
条
目
》

・
佃
屋
は
少
な
い
差
配
高
を
切
り
詰
め
て
い
る
上
、
船
方
手
配
に
不
便
な
中
国
西

国
筋
の
石
高
は
以
前
と
変
わ
り
な
い
の
で
、
船
手
の
意
欲
が
薄
く
、
船
雇
い
に

差
支
え
苦
労
し
て
い
る
。

・
御
用
に
差
支
え
が
な
く
、
船
方
が
納
得
し
て
精
を
出
し
て
励
む
よ
う
に
一
入
手

当
を
し
て
い
る
。

《
二
六
条
目
》

・
去
天
明
二
年
に
出
羽
北
国
二
万
石
余
の
廻
米
増
石
が
あ
っ
た
が
、
苫
屋
の
差
配

と
な
り
、
佃
屋
は
出
羽
北
国
八
千
石
以
上
の
増
石
も
な
く
、
船
方
の
励
み
に
も

な
ら
ず
、
苦
労
し
て
い
る
。

《
二
七
条
目
》

・
同
年
に
中
国
西
国
六
千
石
余
の
廻
米
減
石
が
あ
っ
た
が
、
佃
屋
は
中
国
西
国
筋

二
万
二
千
石
か
ら
減
石
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
船
雇
い
に
苦
労
を
し
て
い
る
。

《
二
八
条
目
》

・
苫
屋
は
、
当
年
の
運
賃
高
が
去
年
よ
り
三
千
両
余
増
額
と
な
っ
た
が
、
佃
屋
は

少
し
昨
年
よ
り
も
減
少
し
た
。

《
二
九
条
目
》

・
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
苫
屋
再
勤
の
際
に
、
苫
屋
同
様
に
御
用
を
拝
命
し
、

江
戸
表
出
張
所
も
同
様
に
構
え
た
。

・
先
年
親
金
右
衛
門
願
い
通
り
御
目
見
え
を
拝
命
し
、
苫
屋
同
様
の
礼
席
を
勤

め
、
献
上
物
も
同
格
に
命
ぜ
ら
れ
、
引
き
続
き
私
に
も
父
同
様
に
御
目
見
え
、

献
上
物
を
拝
命
し
た
。

《
三

条
目
》

・
承
応
年
中
に
初
め
て
御
廻
米
御
用
差
配
を
拝
命
し
た
際
に
、
摂
州
住
吉
宮
の

御
普
請
が
あ
り
、
先
祖
勘
左
衛
門
は
御
城
米
廻
船
海
上
安
全
祈
願
の
た
め
、
船

玉
明
神
御
宮
内
陣
荘
厳
一
式
を
寄
付
し
、
外
扉
廻
船
の
図
を
画
か
せ
て
、
佃
屋

の
紋
所
を
印
し
て
、
永
久
御
用
差
配
を
祈
願
し
た
。

・
宝
永
五
年
（
一
七

八
）
に
御
造
営
が
あ
り
、
五
畿
内
御
代
官
石
原
新
左
衛

門
様
、
久
下
作
左
衛
門
様
が
御
普
請
掛
り
と
な
っ
た
の
で
、
往
古
よ
り
の
由
緒

を
重
ん
じ
て
曽
祖
父
勘
左
衛
門
が
内
陣
荘
厳
一
式
他
外
扉
共
を
以
前
同
様
に
寄

付
し
た
。

・
そ
の
後
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
も
造
営
が
あ
り
、
祖
父
金
右
衛
門
は
以



前
同
様
の
寄
付
を
し
た
。

・
こ
の
よ
う
に
差
配
御
用
を
初
期
か
ら
勤
め
、
私
ま
で
六
代
の
間
相
続
し
て
き

た
。

こ
の
三
十
ヶ
条
に
続
け
て
、
こ
の
由
緒
書
を
認
め
た
存
念
を
次
の
よ
う
に
記

し
、
今
回
願
い
上
げ
た
請
負
積
の
内
容
に
つ
い
て
の
許
容
を
歎
願
し
て
い
る
。

・
近
年
の
廻
船
払
底
に
よ
り
船
の
手
配
に
苦
労
し
て
い
る
こ
と
。

・
安
永
九
年
（
一
七
八

）
に
前
貸
金
を
歎
願
し
、
三
千
両
の
前
貸
を
仰
せ
付
け

ら
れ
た
こ
と
。

・
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
前
代
未
聞
の
大
時
化
に
見
舞
わ
れ
、
夥
し
い
難

船
・
破
船
が
あ
っ
た
こ
と
。

・
困
窮
に
よ
り
新
船
の
造
立
も
で
き
ず
、
所
持
の
廻
船
も
質
入
れ
と
な
り
使
え
な

い
船
も
少
な
く
な
い
こ
と
。

・
そ
の
上
、
万
が
一
前
貸
金
の
返
済
が
滞
り
、
年
延
を
願
い
あ
げ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
御
用
差
支
え
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
こ
と
。

三
、
苫
屋
久
兵
衛
と
佃
屋

こ
の
史
料
は
、
先
述
の
と
お
り
、
廻
船
差
配
役
の
一
人
、
大
坂
助
右
衛
門
町
の

佃
屋
金
右
衛
門
の
由
緒
・
存
念
を
記
し
、
困
窮
の
家
業
相
続
の
た
め
、
請
負
積
の

許
し
を
願
い
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
文
脈
に
は
明
ら
か
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
坂
戎
島
町
所
在
の
苫
屋
久

兵
衛
の
由
緒
・
権
益
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
ま
と
め
た
内
容
が
大
半
を
占
め
る
こ

と
で
あ
る
。
前
掲
の
表

を
み
る
と
、
年
代
に
よ
っ
て
若
干
違
う
が
、
苫
屋
と
佃

屋
の
名
前
は
ど
の
年
代
に
も
漏
れ
な
く
見
ら
れ
る
。
請
負
石
高
は
違
う
も
の
の
、

同
じ
大
坂
の
商
人
で
も
あ
り
、
対
抗
意
識
が
窺
え
る
。
こ
の
特
徴
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
ま
と
め
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

由
緒

ま
ず
、
そ
の
由
緒
に
つ
い
て
、
一
条
目
に
あ
る

私
方
御
廻
米
差
配
御
用
之
儀

者
先
祖
佃
屋
勘
左
衛
門
と
申
者
百
三
拾
弐
年
以
前
承
応
元
辰
年
初
而
御
用
被
仰

付

と
い
う
文
言
か
ら
、
佃
屋
の
先
祖
勘
左
衛
門
が
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

の
廻
船
規
定
の
改
正
以
前
の
承
応
元
年
に
初
め
て
廻
船
差
配
役
を
命
じ
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

松
平
石
見
守
殿
御
初
入
ニ
付
差
出
御
覚
書
（

）

の

御
廻
米

の
項
に
も
、

助
右
衛
門
町
佃
屋
勘
左
衛
門
儀
、
承
応
元
辰
年
廻

船
差
配
被
仰
付
、
安
永
七
戌
年
定
差
配
并
歳
暮
・
年
頭
・
八
朔
御
目
見
被
仰
付
候

事

と
あ
り
、

由
緒
書

の
条
文
の
傍
証
に
な
る
と
と
も
に
、
安
永
七
年
（
一

七
七
八
）
に
は
定
差
配
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三

）
に
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
か
ら

と
も
に
御
用
差
配
を
勤
め
て
い
た
江
戸
筑
前
屋
作
右
衛
門
・
大
坂
苫
屋
久
兵
衛
両

人
が
年
季
請
負
を
願
い
出
て
、
翌
年
か
ら
佃
屋
の
御
用
は
一
旦
途
絶
え
る
が
、
延

享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
高
三
万
石
の
御
用
を
再
び
勤
め
る
と
い
う
御
用
欠
年

の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

請
負
値
段
と
見
合
せ
差
配

三
条
目
に
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
苫
屋
御
用
放
ち
に
際
し
て
、
佃
屋
も

入
札
に
参
加
し
落
札
を
し
た
が
、
改
め
て
苫
屋
よ
り
元
値
段
で
の
請
負
の
申
し
出

が
あ
り
、
元
々
そ
の
う
ち
十
分
の
一
の
三
万
石
は
、
入
札
制
で
の
請
負
い
の
形
を
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と
っ
て
い
た
の
で
、
落
札
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
苫
屋
の
総
石
高
三
十
万
石
の
請

負
の
元
値
段
で
の
請
負
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

総
廻
米
高
の
十
分
の
一
の
見
合
せ
差
配
と
い
う
の
は
、
苫
屋
か
ら
の
申
し
立
て

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
勘
定
所
か
ら
の
指
示
だ
と
す
れ
ば
、
規
定
の
事
実
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
五
条
目
に
記
さ
れ
た
十
分
の
一
見
合
せ
に
関
し

て
の
佃
屋
へ
の
仰
せ
渡
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
佃
屋
の
認
識
違
い
と
い
え

る
。ま

た
、
見
合
せ
部
分
が
あ
く
ま
で
も
総
石
高
の
一
部
と
し
て
、
元
値
段
が
低
け

れ
ば
、
見
合
せ
部
分
の
落
札
値
段
が
そ
れ
に
平
準
化
さ
れ
た
こ
と
も
妥
当
と
い
え

る
。た

だ
、
一
旦
御
用
放
ち
と
な
っ
た
苫
屋
が
、
再
度
請
負
値
段
を
見
直
し
、
改
め

て
御
用
を
拝
命
し
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。

敷
金
・
家
質

廻
船
差
配
御
用
の
新
規
請
負
の
際
に
は
、
大
坂
代
官
よ
り
の
家
質
改
め
が
あ
っ

た
（

）
。
六
条
目
で
は
佃
屋
で
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
再
勤
に
際
し
て
、
廻

米
一
万
石
に
つ
い
て
百
両
の
敷
金
家
質
を
見
積
り
、
請
負
石
高
三
万
石
で
三
百
両

の
証
文
を
奉
行
所
へ
差
し
出
し
た
。

七
条
目
で
は
、
こ
の
金
額
割
合
で
は
苫
屋
の
家
質
証
文
が
千
両
の
額
で
あ
り
、

十
万
石
の
請
負
高
に
な
る
と
い
う
。

し
か
し
、
八
条
目
で
苫
屋
の
実
際
の
差
配
高
は
十
七
万
四
千
石
で
あ
っ
た
と

し
、
苫
屋
の
家
質
金
が
比
較
的
に
少
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

御
廻
籾
の
石
高
基
準

九
条
目
に
御
廻
籾
を
請
負
う
再
の
石
高
算
定
基
準
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、

元
々
村
方
取
立
て
の
割
合
で
、
米
千
石
の
代
籾
を
二
千
石
と
見
積
っ
て
廻
籾
を
仰

せ
付
け
ら
れ
た
が
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
よ
り
苫
屋
か
ら
の
申
し
出
に
よ

り
、
そ
の
割
合
が
米
千
石
に
つ
き
籾
千
二
百
石
に
減
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
積
載
石

高
は
運
賃
に
影
響
す
る
た
め
、
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
請
負
石
高
の
少
な

い
佃
屋
に
と
っ
て
は
不
利
に
な
る
。

別
段
差
配

十
条
目
に
佐
渡
国
御
廻
米
に
つ
い
て
、
出
羽
北
国
の
廻
米
と
の
一
体
割
当
て
を

船
方
が
申
し
出
て
も
、
佐
渡
国
一
万
四
千
石
の
廻
米
は
別
段
差
配
の
扱
い
と
さ

れ
、
こ
れ
は
苫
屋
の
請
負
い
と
な
っ
て
い
る
旨
の
記
録
で
あ
る
。

利
益
金

佃
屋
の
利
益
金
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）

に
つ
い
て
、
請
負
高
九
十
万
石
に
対
し
て
六
千
五
十
両
あ
り
、
一
万
石
に
つ
き
金

六
十
七
両
永
二
百
二
十
二
文
に
な
る
（
十
一
条
目
）
の
に
対
し
、
苫
屋
は
佃
屋
の

利
益
比
で
見
積
る
と
、
同
じ
ス
パ
ン
で
お
よ
そ
三
万
四
千
二
百
八
十
三
両
余
の
利

益
が
あ
っ
た
（
十
八
条
目
）
旨
を
記
し
て
い
る
。

拝
借
金
・
前
貸
・
冥
加
金

一
五
条
目

一
九
条
目
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

佃
屋

高
三
万
石
に
対
し
前
貸
六
百
両

高
一
万
石
あ
た
り
二
百
両

冥
加
金
毎
年
百
四
両

苫
屋

拝
借
金
二
万
五
千
両
・
前
貸
六
千
両



高
一
万
石
あ
た
り
二
百
両
と
し
て
三
千
三
百
両

六
千
両
と
の
差
引
二
千
八
百
両
が
佃
屋
よ
り
過
分

冥
加
金
毎
年
二
十
両

差
配
料
金

二
十
条
目
に
記
載
が
あ
り
、
苫
屋
の
五
百
両
に
対
し
て
、
佃
屋
は
百
両
と
四
百

両
少
な
い
、
と
あ
る
。
但
し
差
配
石
高
に
準
じ
て
決
ま
る
と
し
て
い
る
の
で
、
順

当
か
、
十
分
の
一
見
合
せ
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
佃
屋
が
多
い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
、
廻
送
御
用
の
種
類
・
取
扱
役
人
の
数
・
運
賃
高
・
江
戸
出
張
所
の
設

置
な
ど
に
関
し
て
同
様
の
比
較
が
記
さ
れ
て
い
る
。

廻
船
御
用
差
配
役
の
推
移
に
関
し
て
、
こ
の
史
料
は
先
述
の
と
お
り
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
時
点
の
も
の
で
あ
る
が
、
表

に
よ
れ
ば
、
享
和
四
年
（
一
八

四
）
の

大
坂
袖
鑑

か
ら
、
苫
屋
・
佃
屋
に
加
え
て
筑
前
屋
の
名
前
が
出
て
く

る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
代
官
執
務
事
項
に
関
す
る
法
令
集

牧
民
金
鑑

上
巻
（

）

五
一
四
頁
に
次
の
記
録
が
あ
っ
た
。

天
明
八
年
申
年
七
月

廻
船
御
用
達
苫
屋
久
兵
衛
不
束
之
儀
有
之
、
御
吟
味
之
上
御
咎
被
仰
付
、
同
人

相
勤
来
候
御
廻
米
高
之
内
、
五
分
通
今
般
減
方
被
仰
付
、
右
五
分
通
之
分
者
、

当
申
よ
り
来
ル
戌
迄
、
五
ヶ
年
季
之
積
を
以
、
御
当
地
北
新
堀
大
川
端
町
筑
前

屋
新
五
兵
衛
江
年
季
請
負
被
仰
付
、
尤
新
五
兵
衛
者
定
式
御
運
賃
ニ
不
拘
、
大

坂
船
割
御
代
官
手
代
立
会
取
之
、
正
直
段
を
以
廻
船
相
雇
、
右
正
直
段
ニ
壱
割

半
之
割
増
被
下
置
、
諸
事
相
賄
候
積
り
被
仰
渡
候

右
之
通
相
心
得
可
申
段
被
仰
渡
奉
畏
候
、
依
之
御
請
印
形
奉
差
上
候

以
上

申
七
月
十
九
日

こ
れ
に
よ
る
と
、

由
緒
書

成
立
よ
り
五
年
後
の
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

に
、
苫
屋
久
兵
衛
に
不
束
が
あ
り
、
吟
味
の
上
、
差
配
高
を
五
分
通
り
減
ら
し

て
、
五
ヶ
年
季
の
予
定
で
筑
前
屋
新
五
兵
衛
へ
請
負
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
表

に
よ
る
と
、
そ
れ
以
後
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
は
、
ま
た
苫

屋
・
佃
屋
二
名
で
の
請
負
い
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、

大
阪
市
史

第
一
（

）

六
一
五
頁
の

無
役
屋
敷
表
（
比
田
氏
諸

留
）

に
は
、
御
廻
米
御
用
達
と
し
て
戎
島
町
苫
屋
久
兵
衛
・
助
右
衛
門
町
佃
屋

勘
左
衛
門
の
名
前
が
あ
り
、
苫
屋
は
天
明
元
年
（
一
七
二
一
）

江
戸
表
に
於
て

棟
梁
格
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
後
願
上
、
当
所
居
宅
無
役
と
な
る

と
記
さ
れ
、
佃
屋

勘
左
衛
門
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）

是
歳
五
月
よ
り
居
宅
無
役

と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
苫
屋
久
兵
衛
が
天
明
元
年
に
江
戸
で
廻
船
御
用
達
の

棟
梁
格
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

但
し
こ
の
表
は
年
代
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
注
記
が
あ
り
、
記
載
内
容
は
不
確

か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
表

に
よ
れ
ば
、
文
化
四
年
（
一
八

七
）
ま
で
、

佃
屋
の
当
主
は

金
右
衛
門

で
あ
り
、
無
役
と
な
っ
た
天
明
五
年
時
点
で

佃

屋
勘
左
衛
門

で
あ
っ
た
可
能
性
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
史
料
は
佃
屋
側
か
ら
の
観
点
で
記
さ
れ
、
客
観
性
に
欠
け
る
部
分
も
見
ら

れ
る
が
、
数
少
な
い
廻
船
御
用
差
配
役
に
関
す
る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
本

稿
で
は
一
定
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
終
始
し
た
が
、
細
部
の
検
証
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
分
析
を
待
ち
た
い
と
考
え
る
。
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究
所
史
料
目
録

第
一
集

大
阪
商
業
大
学
商
業
史

研
究
所
、
一
九
九
二
年
。
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
、
資
料
番
号

。

（

）
前
掲
資
料
目
録
掲
載
の
資
料
番
号

・

・

。

（

）
前
掲
資
料
目
録
掲
載
の
資
料
番
号

・

・

・

・

・

・

・

。
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
研
究
所
史
料
目
録

第
三
集

大
阪
商
業
大
学
商
業

史
研
究
所
、
一
九
九
五
年
。
河
内
国
若
江
郡
御
厨
村
加
藤
家
文
書
、
資
料
番
号

。

（

）
石
井
良
助
編

徳
川
禁
令
考

創
文
社
、
一
九
五
九
年
、

頁
。

（

）

渡
邊
忠
司

近
世
畿
内
幕
府
領
年
貢
米
の
江
戸
廻
米
制

近
世
前
期
廻
米
制
成

立
期
を
中
心
に

大
阪
の
歴
史

第

号
、
平
成
十
二
年
、

頁
。

（

）
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
松
平
石
見
守
貴
強
が
西
町
奉
行
着
任
時
に
管
内
状

況
を
ま
と
め
た
史
料
。
大
阪
市
史
編
纂
所

大
坂
町
奉
行
管
内
要
覧

大
阪
市
史

料
調
査
会
、
一
九
八
五
年
、

頁
。

（

）
前
掲
大
阪
市
史
編
纂
所

大
坂
町
奉
行
管
内
要
覧

大
阪
市
史
料
調
査
会
、
一

九
八
五
年
、

頁
。

（

）
刀
江
書
院
、
一
九
六
九
年
。

（

）
清
文
堂
出
版
、
一
九
六
五
年
。
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